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１．2023年度以降のモニタリングについて

●自然再生全体構想では、自然再生目標を達成するための施策にモニタリングを位置付けています。

●事業完了後の2023年度以降のモニタリングは、『整備地』では協議会や外部協力者・市民による調査（目標種調査）を、『地区全
体』では河川水辺の国勢調査として実施することとを提案します。

年度
2003～2007
（H15～H19）

2008～2011
（H20～H23）

2012～2019
（H24～H31/R1）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023～
（R5～）

事業計画

自
然
再
生
整
備

上池

中池

下池

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

整備地

地区全体

体制・行動計画

普及啓発

自然再生事業実施計画書（荒川上流2011.1公表）
工
事
完
了
（
荒
川
上
流
）

管理・活用計画に基づく運営

試験掘削
T� 口整備

本施工（～2015）

開放水面整備、湿地整備

本施工
（2017）

通路整備

試験掘削
移植

本施工（～2019）

ハンノキ生育地整備

生物相調査（目標種の確認に留意）

マーケットリサーチ

植生管理

出水による流入・撹乱や
ハンノキ再生、

維持管理などにより
目標種の追加出現や
個体数増加を想定

河川水辺の国勢調査として実施

目標種調査
（協議会や外部協力者、市民による調査）

自然再生地の
管理・活用

生物相調査

目標種調査試行

広場の
在来種草地形成

ハンノキ再生

今

助成金を活用したイベント等を開催

荒川太郎右衛門地区自然再生事業 ロードマップ

原則：市民等による調査

原則：河川水辺の国勢調査

維持管理活動に関する調査
（協議会や外部協力者、市民による調査）

自然再生全体体構想（2004.3公表・2006.5改訂・2020.2一部改訂）

管理・活用計画の検討

事
業
完
了

目標種調査

維持管理

活動に関す

る調査

生物相調査
（3年サイクル）

体制・行動計画の確立

普及啓発活動
（自立した体制で実施）

※第46回維持管理・環境管理専門委員会で一部改訂

（1）モニタリング方針

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
検
討
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●地区全体の調査は一部を除き、河川水辺の国勢調査で把握します。

区分
R2～R4モニタリング項

目
R5年度以降の方針

R5以降のモニ
タリング項目

備考

地
区
全
体
の
調
査

水位 工事後のデータが取得できたことから、
詳細な調査は終了する。

■ 量水標やパックテストなど簡便な
方法を用いて市民等による調査が
実施可能か検討する。水質 ■

植生図 自然再生地の一部について河川水辺の
国勢調査において10年ごとにデータが
得られることから、原則、河川水辺の国
勢調査でデータを蓄積するものとする。

○

河川水辺の国勢調査の調査レベ
ルであると、整備地ごとの詳細な
植生図は作成することが出来ない。
整備地の管理を今後行っていくた
めには、詳細な植生の把握方法を
検討する。

植物 ○ 自然再生地の全体でデータを得る
ためには河川水辺の国勢調査を
補完する調査が必要である。鳥類 ○

両生類・爬虫類・哺乳類 ○

陸上昆虫類等 ○

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査

（2）モニタリング項目 ①地区全体の調査

●2023年度以降のモニタリングは、事業の評価結果や今後に必要となる維持管理内容を踏まえ、自然再生地の状態把握や管理効
果の検証に必要な計画を策定する必要があります。

●モニタリングの実施にあたっては、限られた資源（人材、資金）の基で実施することが前提となることから、モニタリング項目の必要
性、優先順位、投入する資源（資源の確保を含めて）について協議が必要です。

●具体的な調査項目については、2022年度に素案を作成し、十分な協議をしながら作成することが必要と考えています。
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１．2023年度以降のモニタリングについて

区分
R2～R4モニタリ

ング項目
R5年度以降の方針

R5以降のモニ
タリング項目

備考

地
区
全
体
の
調
査

魚類 捕獲許可や特別な器具が必要なため、当面、事務
局で実施する。

● 環境DNAなど簡便な調査を
検討する。

底生動物 ●

UAV撮影 特別な機材や諸手続きが必要なため、当面、事務
局にて実施する。

●

定点写真撮影 協議会HPへの掲載するため、かつ場を把握するた
めの基本的な調査として、当面、事務局で調査を実
施する。

●

今後は、維持管理作業など
の効果が把握できる地点に
絞り込みを行います。

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査

●地区全体の調査のうち、魚類、底生動物については、河川水辺の国勢調査の対象ではないため、当面、事務局で調査を実施し
ますが、簡便な調査を検討します。

●UAV撮影と定点写真撮影は、当面、事務局で調査を実施します。

（2）モニタリング項目 ①地区全体の調査
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●事業実施計画調査として実施している整備地の調査については、原則協議会や外部協力者・市民により、モニタリングを実施し
ていきます。

●目標種の調査は、原則、以下の通り、継続して生育・生息を確認している種については調査を終了し、その他の種についてモニタ
リング対象とします。

・R2～R4のモニタリングで継続・安定して生育・生息を確認している目標種

：目標を達成したと評価し、当面、調査を休止します。

・R2～R4のモニタリングで継続して確認しているが、個体数の減少傾向にある目標種

：目標は達成していますが、安定して生育・生息するか不明なため、当面、調査を継続します。

・R2～R4のモニタリングで確認していない目標種

：目標を達成していないため、当面、調査を継続します。

・R2～R4のモニタリングで確認していない目標種のうち周辺でも生育・生息が確認できない種

：今後も生育・生息の可能性が小さいため、調査を終了します。

（2）モニタリング項目 ②各整備地の調査

区分
R2～R4モニタリ

ング項目
R5年度以降の方針

R5以降のモニタ
リング項目

備考

整備地の調
査

定点写真撮影 協議会HPへの掲載するため、かつ場を把握する
ための基本的な調査として、当面、事務局で調査
を実施する。 ●

今後は、維持管理
作業などの効果が
把握できる地点に
絞り込みを行いま
す。

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査

●定点写真撮影は、当面、事務局で調査を実施します。

（2）モニタリング項目 ②各整備地の調査 (a)定点写真撮影
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●植物は攪乱などの影響を受けやすく、生育に不安定さが伴うことから、当面モニタリングを継続します。

区
分

R2～R4モニ
タリング項目

目標種 R5年度以降の方針
R5以降のモニ
タリング項目

備考

整
備
地
の
調
査

植物 イチョウウキゴケ、エキ
サイゼリ、

目標は達成しているが、植物は攪乱などの
影響が大きく生育に不安定さが伴うことから、
当面、調査を継続する。

●■

タコノアシ、ヒシ、ミゾコ
ウジュ、ノウルシ、サクラ
ソウ

目標は達成しているが、確認数が少ないた
め、調査を継続する。調査は掘削地で調査
に危険を伴うこと、安定して確認できる保証
がないことから、当面、調査を継続する。

●■

ホザキノフサモ、ナガボ
ノワレモコウ、フジバカマ、
ミクリ

確認がなく、目標を達成していないことから、
調査を継続する。調査は掘削地で調査に危
険を伴うこと、安定して確認できる保証がな
いことから、当面、調査を継続する。

●■

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査 ※目標の達成状況は暫定評価

（2）モニタリング項目 ②各整備地の調査 (b)植物
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１．2023年度以降のモニタリングについて

区
分

R2～R4モニ
タリング項目

目標種 R5年度以降の方針
R5以降のモニ
タリング項目

備考

整
備
地
の
調
査

昆虫類 ネアカヨシヤンマ、クマコ
オロギ、ハネナシアメン
ボ、エサキアメンボ、オ
ナガミズアオ

目標は達成しているが、確認数が少ない
ため、調査を継続する。調査は、協議会
やイベント等により調査を実施することを
検討する。

■

ミドリシジミ 目標は達成しているが、ハンノキ林の再
生は現在継続中のため、調査を継続す
る。調査は、協議会やイベント等によりに
より調査を実施することを検討する。

■

現在、実施して
いる観察会を
モニタリング成
果として活用

オオキトンボ 確認がなく、目標を達成していないことか
ら、調査を継続する。調査は、協議会や
イベント等により市民等により調査を実
施することを検討する。

■

ヘイケボタル 周辺で確認されておらず、今後も生息の
可能性が小さいことから、調査を終了す
る。

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査

●昆虫類については、周辺で生息が確認できないヘイケボタルについては、今後も生息の可能性が小さいため調査を終了します。

●ミドリシジミについては、目標は達成していますが、生息環境であるハンノキ林の再生が継続中のため、調査を継続します。

●昆虫類については、知識を有する協議会のメンバーの協力を仰ぎながら、イベントを通じて市民モニタリングの実行可能性を試行
します。

※目標の達成状況は暫定評価

（2）モニタリング項目 ②各整備地の調査 (c)昆虫類
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１．2023年度以降のモニタリングについて

区
分

R2～R4モニ
タリング項目

目標種 R5年度以降の方針
R5以降のモニ
タリング項目

備考

整
備
地
の
調
査

魚類 ミナミメダカ、ナマズ 目標は達成していることから、当面調査
を休止する。

環境DNAなど

簡便な手法で
の調査の継続
を検討する。

キンブナ 周辺で確認されておらず、今後も生息の
可能性が小さいことから、調査を終了す
る。

甲殻類・貝類 ヌカエビ、ヒメモノアラガ
イ

確認がなく、目標を達成していないことか
ら、調査を継続する。調査は、同定精度
の確保や許可が必要なため、当面、事務
局を含め調査を実施する。

●■

環境DNAにつ

いては、現在
のところ、対象
種そのものを
同定できない
ため、類縁種
で判断する。

ドブガイ 整備地では確認がなく、目標を達成して
いないことから、調査を継続する。調査は、
同定精度の確保や許可が必要なため、
当面、事務局を含め調査を実施する。

●■

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査

●魚類については、ミナミメダカやナマズは継続して確認しているため、当面調査を休止します。

●キンブナについては周辺で生息が確認できていないため、今後も生息の可能性が小さいと判断し、調査を終了します。

●甲殻類・貝類については、捕獲許可や同定精度が必要なため、当面、事務局を含めて調査を実施しますが、環境DNAなどの簡便
な手法や魚類を含めた採集を伴うイベントなどで調査を実施できないか検討します。

※目標の達成状況は暫定評価

（2）モニタリング項目 ②各整備地の調査 (d)魚類、甲殻類・貝類
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１．2023年度以降のモニタリングについて

区
分

R2～R4モニ
タリング項目

目標種 R5年度以降の方針
R5以降のモニ
タリング項目

備考

整
備
地
の
調
査

両生類 ニホンアカガエル 目標は達成していますが、生息環境が
維持されていることを確認するため、調
査を継続する。

■

シュレーゲルアオガエル 確認がなく、目標を達成していないこと
から、調査を継続する。調査は、協議
会やイベント等により市民等により調
査を実施することを検討する。

■

哺乳類 ホンドタヌキ、ホンドキツネ 目標は達成していることから、当面調
査を休止する。

ホンシュウジネズミ 確認がなく、目標を達成していないが、
調査で確認することが困難なため、調
査を終了する。

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査 ※目標の達成状況は暫定評価

●両生類のうち、ニホンアカガエルについては、生息環境が維持されているか確認するため、当面調査を継続します。

●シュレーゲルアオガエルについては目標を達成していないことから、調査を継続します。

●哺乳類のうち、ホンドタヌキ、ホンドキツネについては、継続して確認しているため当面調査を休止します。

●ホンシュウジネズミは、確認がなく目標は達成していませんが、通常の捕獲調査で確認することが困難なため、調査を終了します。

（2）モニタリング項目 ②各整備地の調査 (e)両生類・哺乳類



10

１．2023年度以降のモニタリングについて

区
分

R2～R4モニ
タリング項目

目標種 R5年度以降の方針
R5以降のモ
ニタリング項

目
備考

整
備
地
の
調
査

鳥類 オオタカ、クイナ、バン、カ
ワセミ、チョウゲンボウ、

目標は達成していることから、当面調査
を休止する。

ヒクイナ、タゲリ、ツミ、サシ
バ、コミミズク

目標は達成しているが、確認数が少ない
ため、調査を継続する。調査は、協議会
やイベント等により市民等により調査を
実施することを検討する。

■

ヨシゴイ、タマシギ、コヨシ
キリ、

確認がなく、目標を達成していないことか
ら、調査を継続する。調査は、協議会や
イベント等により市民等により調査を実
施することを検討する。

■

コウノトリ 確認記録はありませんが、市民の関心
が高く、「コウノトリ市民科学」などで確認
記録が公表されているところから、これら
の情報を活用することで調査の代替とし
ます。

当初の目標種
ではないが、事
業の達成に象
徴的な種のた
め追加

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査 ※目標の達成状況は暫定評価

●鳥類のうち、オオタカ、バン、カワセミ、チョウゲンボウについては、継続して確認しているため当面調査を休止します。

●コウノトリについては、市民の関心が高く、確認記録が別途公表されているところから、これら公表データの取得で調査の代わりと
します。

●その他の目標種については、目標を達成していないことから、調査を継続します。

（2）モニタリング項目 ②各整備地の調査 (f)鳥類
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●2020年から2022年に実施したモニタリングの他に、維持管理に関わる調査のうち、必要な項目については、イベントなどを活用し、
調査を継続します。

○：河川水辺の国勢調査として実施、 ●：事務局が実施、 ■：協議会や外部協力者・市民による調査

区分 調査対象 R5年度以降の方針
R5以降のモニ
タリング項目

備考

維
持
管
理
活
動
に
関
す
る
調
査

ハンノキ林 今後も再生を進めることから、調査を継続する。調査
は、協議会やイベント等により市民等により調査を実
施することを検討する。

■

サクラソウ移
植地

今後も維持管理を進めることから、調査を継続する。
調査は、協議会やイベント等により市民等により調査
を実施することを検討する。

■

外来植物 外来植物の維持管理は今後も実施することから調査
を継続する。調査は目標種となる植物の調査とあわ
せて実施する。
また、維持管理活動の際にあわせて調査を実施する。

●■

外来魚類 魚類の調査に併せて把握する。

●■

環境DNAなど簡便な手法で

把握することを検討する。な
お、外来魚の管理は漁協の
協力が必要である。

外来哺乳類
（アライグマ）

外来哺乳類については、市民等により調査を実施す
ることを検討する。

■

チガヤ、オギ チガヤの移植、オギ群落の保全を行ったことから、そ
の効果の検証のために調査を実施する。維持管理活
動の際にあわせて調査を実施する。

■

（2）モニタリング項目 ③維持管理活動に関する調査
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●2023年度以降のモニタリングの頻度を以下のように設定しました。

●5カ年程度モニタリングを継続のち、調査結果について検証を行い、モニタリング計画について見直しを行います。

（３）モニタリング頻度 ①全体計画

区分 調査項目 調査主体 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

地
区
全
体
の
調
査

植生図 (国土交通省)

植物 (国土交通省)

鳥類 (国土交通省)

両生類・爬虫類・哺乳類 (国土交通省)

陸上昆虫類等 (国土交通省)

魚類 事務局、市民等

底生動物 事務局、市民等

UAV撮影 事務局

定点写真撮影 事務局

事
業
実
施
計
画
調
査

定点写真撮影 事務局

植物 事務局、市民等

昆虫類 市民等

甲殻類・貝類 事務局、市民等

両生類 市民等

鳥類 市民等

維
持
管
理
活
動
に
関

す
る
調
査

ハンノキ林 市民等

外来植物 事務局、市民等

外来魚類 事務局、市民等

外来哺乳類 市民等

チガヤ、オギ 市民等

河川水辺の国勢調査として実施

河川水辺の国勢調査にあわせて5年に1
度として実施

2年に一度程度

当面、毎年

当面、毎年

当面、毎年

イベントにあわせて実施

当面、毎年

2年に一度程度

2年に一度程度

イベントにあわせて実施

当面、毎年

5年に一度

イベントにあわせて実施

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
証

モニタリングの継続、見直
し

イベントにあわせて実施
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●地区全体の調査のうち生物に係る調査は、河川水辺の国勢調査で把握します。魚類と底生動物は河川水辺の国勢調査では把
握できないため、調査手法を検討しますが、調査は河川水辺の国勢調査にあわせて5年に一度の頻度で実施します。

●UAV撮影と定点写真撮影については、当面、毎年実施します。

区分 モニタリング項目 調査方針 調査頻度 備考

地
区
全
体
の
調
査

植生図 河川水辺の国勢調査で把握 河川水辺の国勢調査にあわせ
て5年に一度

植物 河川水辺の国勢調査にあわせ
て10年に一度鳥類

両生類・爬虫類・哺
乳類

陸上昆虫類等

魚類 事務局、協議会や外部協力者・
市民で実施

河川水辺の国勢調査にあわせ
て5年に一度

調査の具体化を検討

底生動物

UAV撮影 事務局で実施 毎年 調査終了のタイミング
を検討

定点写真撮影 事務局で実施 毎年

（3）モニタリング頻度 ②地区全体の調査
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●事業実施計画調査のうち、定点写真撮影については、当面、毎年実施します。

●植物と昆虫類は年による変動が激しいため、当面、毎年実施します。

●甲殻類・貝類、両生類、鳥類については、比較的安定して生息していると考えられるため、2年に一度の頻度で調査を実施します。

区分 モニタリング項目 目標種 調査方針 調査頻度 備考

整
備
地
の
調
査

定点写真撮影 － 事務局で実施 毎年

植物 イチョウウキゴケ、タコノアシ、ナガボ
ノワレモコウ、ノウルシ、ヒシ、ホザキ
ノフサモ、エキサイゼリ、サクラソウ、
ミゾコウジュ、フジバカマ、ミクリ

事務局、協議会や外部
協力者・市民で実施

当面毎年

昆虫類 ネアカヨシヤンマ、オオキトンボ、クマ
コオロギ、エサキアメンボ、ハネナシ
アメンボ、ミドリシジミ、オナガミズアオ

協議会や外部協力者・
市民による調査

当面毎年 調査の具体化
を検討

甲殻類・貝類 ヌカエビ、ヒメモノアラガイ、ドブガイ 事務局、協議会や外部
協力者・市民で実施

2年に一度

両生類 ニホンアカガエル、シュレーゲルアオ
ガエル

協議会や外部協力者・
市民による調査

2年に一度

鳥類 ヒクイナ、ヨシゴイ、タマシギ、ツミ、サ
シバ、コヨシキリ、コミミズク

協議会や外部協力者・
市民による調査

2年に一度

（3）モニタリング頻度 ③整備地の調査
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１．2023年度以降のモニタリングについて

●維持管理活動に関する調査については、2023年度以降のモニタリングの頻度を以下のように設定しました。

区分 モニタリング項目 調査方針 調査頻度 備考

維
持
管
理
に
関
わ
る
の
調
査

ハンノキ林 協議会や外部協力者・市民によ
る調査

イベント実施にあわせて毎年実
施

外来植物 事務局、協議会や外部協力者・
市民による調査

事務局調査は当面毎年
そのほか、イベント実施にあわ
せて毎年実施

外来魚類 協議会や外部協力者・市民によ
る調査

魚類調査とあわせて実施

外来哺乳類 協議会や外部協力者・市民によ
る調査

イベント実施にあわせて毎年実
施

チガヤ、オギ 協議会や外部協力者・市民によ
る調査

イベント実施にあわせて毎年実
施

（３）モニタリング頻度 ④維持管理活動に関する調査
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●協議会や外部協力者・市民による2023年度の調査計画を立案したため、協議をお願いします。

●地区全体の調査のうち、魚類、底生動物調査については、過去の捕獲調査による確認種と環境DNAによる確認種の照合を行い、
有効性を検討します。

●UAV撮影、定点写真撮影、植物については、これまでと同様に調査を実施します。

区分 項目 調査実施者 調査箇所 調査時期 備考

地
区
全
体
の
調
査

魚類 事務局、協議会
や外部協力者・
市民

上池、中池、下池 春季、夏季 2023年度は調査は実施しない。
捕獲調査には捕獲許可が必要であり、
市民や外部協力者が実施するのは困
難である。そこで、環境DNAなど簡便な
調査で実施が可能か検討

底生動物 春季、夏季

UAV撮影 事務局 自然再生地全域 春季、秋季

定点写真撮影 事務局 上池、中池、下池 春季、夏季、
秋季

調査地点は、維持管理作業を実施して
いる箇所や外来植物など着目すべき地
点に絞り込みを行う

区分 項目 目標種 調査実施者 調査箇所 調査時期 備考

整
備
地
の
調
査

定点写真撮影 － 事務局 上池、中池、下池 春季、
夏季、
秋季

調査地点は絞り
込みを行う

植物 イチョウウキゴケ、タ
コノアシ、ナガボノワ
レモコウ、ノウルシ、
ヒシ、ホザキノフサモ、
エキサイゼリ、サクラ
ソウ、ミゾコウジュ、フ
ジバカマ、ミクリ

事務局、協
議会や外部
協力者・市
民

上池旧流路整備地、
上池旧流路保全地区、
上池モトクロス場跡地整
備地A、
上池モトクロス場跡地整
備地D、
下池整備地

早春季、
春季、
夏季、
秋季

外来植物を含む
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区分 項目 目標種 調査実施者 調査箇所 調査時期 備考

整
備
地
の
調
査

昆虫類 ミドリシジミ、オナガミ
ズアオ

協議会や外
部協力者・
市民

下池ハンノキ育成試験
地、下池ハンノキ移植
地

春季 イベント実施で
把握できるか試
行

ネアカヨシヤンマ、オ
オキトンボ、クマコオ
ロギ、ハネナシアメン
ボ、エサキアメンボ

協議会や外
部協力者・
市民

上池旧流路整備地、上
池旧流路保全地区、上
池モトクロス場跡地整
備地A、上池モトクロス
場跡地整備地D、下池
整備地

春季、夏季、
秋季

2023年度は調査
は実施しない。
協議会メンバー
指導のもと、
チームアライグ
マなど外部の協
力者に調査が可
能か打診

甲殻類・貝類 ヌカエビ、ヒメモノアラ
ガイ、ドブガイ

事務局、協
議会や外部
協力者・市
民

上池、中池、下池 春季、夏季 2023年度は調査
は実施しない。
簡易的に調査が
実施可能か検証

●ミドリシジミのようにイベント実績がある調査項目は、引き続きイベントで調査を行い、モニタリングとして有効かを検証します。

●その他の昆虫類については、2023年度は調査は実施しませんが、調査協力が得られそうな団体に、調査協力が可能かなど、実
現に向けた具体的な検討を行います。

●甲殻類・貝類については、 2023年度は調査は実施しませんが、簡易的な調査の有効性について、環境DNAの分析能から検証を
行います。
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区分 項目 目標種 調査実施者 調査箇所 調査時期 備考

整
備
地
の
調
査

両生類 ニホンアカガエル、
シュレーゲルアオガ
エル

協議会や外
部協力者・
市民

上池、中池、下池 春季 2023年度は調査
は実施しない。
協議会メンバー
指導のもと、
チームアライグ
マなど外部の協
力者に調査が可
能か打診

鳥類 ヒクイナ、ヨシゴイ、タ
マシギ、ツミ、サシバ、
コヨシキリ、コミミズク

協議会や外
部協力者・
市民

上池旧流路整備地、上
池旧流路保全地区、上
池モトクロス場跡地整
備地A、上池モトクロス
場跡地整備地D、下池
整備地

初夏、冬季 2023年度は調査
は実施しない。
協議会メンバー
指導のもと、
チームアライグ
マなど外部の協
力者に調査が可
能か打診

●両生類については、2023年度は調査は実施しませんが、調査協力が得られそうな団体に、調査協力が可能かなど、実現に向け
た具体的な検討を行います。

●鳥類については、2023年度は調査は実施しませんが、調査協力が得られそうな団体に、調査協力が可能かなど、実現に向けた
具体的な検討を行います。



２．２０２３年度のモニタリング計画（案）について

19

区分 項目 調査実施者 調査箇所 調査時期 備考

維
持
管
理
に
関
わ
る
調
査

ハンノキ林 協議会や外部
協力者・市民

下池整備地 イベント実施
時

イベント実施で把握でき
るか試行

サクラソウ移植
地

協議会や外部
協力者・市民

中池移植地 イベント実施
時

イベント実施で把握でき
るか試行

外来魚 事務局、協議会
や外部協力者・
市民

上池、中池、下池 春季、
夏季

捕獲調査には捕獲許可
が必要であり、市民や外
部協力者が実施するの
は困難である。そこで、環
境DNAなど簡便な調査で
実施が可能か検討

外来植物 事務局、協議会
や外部協力者・
市民

上池旧流路整備地、
上池旧流路保全地区、
上池モトクロス場跡地整備地A、
上池モトクロス場跡地整備地D、
下池整備地

早春季、
春季、
夏季、
秋季

チガヤ、オギ 協議会や外部
協力者・市民

中池保全地 イベント実施
時

イベント実施で把握でき
るか試行

●ハンノキ林やサクラソウ移植地、チガヤ、オギに関しては、2023年度は、調査の具体化のための検討及びイベント実施にあわせ
て試行を行います。

●外来魚については、魚類調査と同様、過去の捕獲調査による確認種と環境DNAによる確認種の照合を行い、有効性を検討しま
す。

●外来植物については、事務局で実施する調査はこれまでと同様に調査を実施します。また、外来植物に関するイベント実施時に
は、維持管理効果の検証が可能な調査を試行します。
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（2）調査の標準化

調査結果のとりまとめ

●自主的に調査もしくは、市民等への調査の指導を行う協議会メンバーが必要です。

●調査実施方針が具体化したら外部指導の委託費や分析費を既存の助成制度で捻出できるか検討します。

●一定程度のデータが得られるように調査マニュアルを整備する必要があります。

・市民モニタリングのマニュアル事例：モニタリング1000調査マニュアル（環境省）

●調査結果をとりまとめる担い手が必要になります。→当面、事務局が実施

・WEB-GISで成果をとりまとめ、いつでもどこでも関係者が調査データを確認できるシステムづくりが考えられます

・単なる位置情報だけでなく、検索できるシステムの構築（事例：「自然環境調査Web-GIS」（環境省生物多様性センター））も必要に
応じて検討します。

・既存のシステムの活用（「いきものコレクションアプリ バイオーム」）も検討します。

●調査結果を、協議会や調査に協力いただいた方と共有できる仕組みづくりが必要です。

●調査結果報告用の統一フォーマットの作成（事例：バードリサーチによる参加型鳥類調査、コウノトリ市民科学）、報告しやすいよ
うにLINE等SNSを利用（事例：淡路島におけるシロチドリの保護活動）の検討も必要です。



参考1．市民モニタリングマニュアル事例
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モニタリング1000調査マニュアル（環境省）
（ https://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html ）

出典：モニタリングサイト1000HP（https://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html）



参考1．市民モニタリングマニュアル事例
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モニタリング1000調査マニュアル（環境省）
（ https://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html ）

出典：モニタリングサイト1000HP（https://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html）



参考1．市民モニタリングマニュアル事例
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モニタリング1000調査マニュアル（環境省）
（ https://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html ）

出典：モニタリングサイト1000HP（https://www.biodic.go.jp/moni1000/index.html）



参考2．Web-GIS事例
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「自然環境調査Web-GIS」
（ https://www.biodic.go.jp/ ）

出典：生物多様性センターHP（https://www.biodic.go.jp/）

「ツキノワグマの目撃情報と投稿アプリ」
（https://www.esrij.com/industries/case-

studies/135470/）

出典：esriジャパンHP
（https://www.esrij.com/industries/case-studies/135470/）



参考3．既存システムの活用（1/2）
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「いきものコレクションアプリ バイオーム」（ https://biome.co.jp/ ）

バイオームのク
エスト機能を用い
て淀川における
外来水草の分布
を把握

出典：株式会社バイオームHP（ https://biome.co.jp/ ）



参考3．既存システムの活用（2/2）
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「いきものログ」（ https://ikilog.biodic.go.jp/ ）

出典：いきものログHP（https://ikilog.biodic.go.jp/ ）
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